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2 在留期間更新
さいりゅうきかんこうしん

、在留資格変更
ざいりゅうしかくへんこう

、永住許可申請
えいじゅうきょかしんせい

、資格外活動許可
しかくがいかつどうきょか

、再入国
さいにゅうこく

許可
きょか

及
およ

び在留資格取得
ざいりゅうしかくしゅとく

 

2-7 再
さい

入
にゅう

国
こく

許
きょ

可
か

 

在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

を持
も

つ人
ひと

が、旅
りょ

行
こう

などで一
いち

時
じ

的
てき

に日
に

本
ほん

を 出
しゅっ

国
こく

する場
ば

合
あい

には、 必
かなら

ず地
ち

方
ほう

入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

官
かん

署
しょ

で再
さい

入
にゅう

国
こく

許
きょ

可
か

を受
う

けておきましょう。また在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

内
ない

に一
いち

時
じ

的
てき

に日
に

本
ほん

を 出
しゅっ

国
こく

して、 再
ふたた

び日
に

本
ほん

に 入
にゅう

国
こく

する

場
ば

合
あい

は、 出
しゅっ

国
こく

前
まえ

に「再
さい

入
にゅう

国
こく

許
きょ

可
か

」の手
て

続
つづき

をしておくと、次
つぎ

に日
に

本
ほん

に 入
にゅう

国
こく

するときには、査
さ

証
しょう

も必
ひつ

要
よう

なく、

出
しゅっ

国
こく

前
まえ

の在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

で日
に

本
ほん

に滞
たい

在
ざい

できます。 

(1) 再
さい

入
にゅう

国
こく

許
きょ

可
か

とは 

 短
たん

期
き

滞
たい

在
ざい

の人
ひと

（観
かん

光
こう

や商
しょう

談
だん

や親
しん

族
ぞく

、知
ち

人
じん

訪
ほう

問
もん

などの、 就
しゅう

労
ろう

以
い

外
がい

の目
もく

的
てき

で短
たん

期
き

間
かん

日
に

本
ほん

に 入
にゅう

国
こく

して

いる人
ひと

）以
い

外
がい

の在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

を持
も

つ人
ひと

が、一
いち

時
じ

的
てき

に 出
しゅっ

国
こく

して 再
ふたた

び日
に

本
ほん

に 入
にゅう

国
こく

するときに必
ひつ

要
よう

な手
て

続
つづき

で、

再
さい

入
にゅう

国
こく

許
きょ

可
か

を受
う

けずに日
に

本
ほん

を 出
しゅっ

国
こく

すると、今
いま

持
も

っている在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

は失
うしな

われます。 

（※「みなし再
さい

入国
にゅうこく

許可
きょか

制度
せいど

」については、A  新
あたら

しい 在 留
ざいりゅう

管理
かんり

制度
せいど

・外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

基本
きほん

台 帳
だいちょう

制度
せいど

 

1-1(2)みなし再
さい

入国
にゅうこく

許可
きょか

制度
せいど

 を参 照
さんしょう

） 

(2) 一
いち

次
じ

許
きょ

可
か

と数
すう

次
じ

許
きょ

可
か

 

再
さい

入
にゅう

国
こく

許
きょ

可
か

には一
いち

次
じ

許
きょ

可
か

と数
すう

次
じ

許
きょ

可
か

があります。 

 一
いち

次
じ

許
きょ

可
か

：1回
かい

限
かぎ

り有
ゆう

効
こう

です。 

 数
すう

次
じ

許
きょ

可
か

：期
き

限
げん

内
ない

何
なん

度
ど

でも使
し

用
よう

できます。 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/b/part.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/a/01_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/a/01_1.pdf
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(3) 有
ゆう

効
こう

期
き

限
げん

 

再
さい

入
にゅう

国
こく

の期
き

限
げん

は申
しん

請
せい

者
しゃ

の在
ざい

留
りゅう

期
き

限
げん

までで、最
さい

長
ちょう

5年
ねん

（特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

は 6年
ねん

）で、在
ざい

留
りゅう

期
き

限
げん

を超
こ

える

ことはできません。許
きょ

可
か

申
しん

請
せい

は、在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

が満 了
まんりょう

する前
まえ

にします。 

必要
ひつよう

な書類 

しょるい

 提
てい

出
しゅつ

先 

さ き

／問
とい

合
あわせ

先
さき

 いつまで 手
て

数
すう

料
りょう

 

1 再
さい

入
にゅう

国
こく

許
きょ

可
か

申
しん

請
せい

書
しょ

 

2 パスポート 

3 在
ざい

留
りゅう

カードまた

は特別
とくべつ

永 住 者
えいじゅうしゃ

証 明 書
しょうめいしょ

 など 

 

4 身分
みぶん

を証
しょう

する

文書等
ぶんしょとう

の提示
ていじ

 

（申請取次者
しんせいとりつぎしゃ

が

申請
しんせい

を提 出
ていしゅつ

す

る場合
ばあい

） 

提
てい

出
しゅつ

先
さき

：居
きょ

住
じゅう

地
ち

の地
ち

方
ほう

入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

官
かん

署
しょ

 

問
とい

合
あわせ

先
さき

：居
きょ

住
じゅう

地
ち

の地
ち

方
ほう

入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

官
かん

署
しょ

または外
がい

国
こく

人
じん

在
ざい

留
りゅう

総
そう

合
ごう

インフォメーシ

ョンセンター（4 在
ざい

留
りゅう

に関
かん

する各
かく

種
しゅ

問
と

い

合
あ

わせ 参照
さんしょう

） 

在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

が、満
まん

了
りょう

する前
まえ

に申
しん

請
せい

 

許
きょ

可
か

されたときに 

 

〈一
いち

次
じ

入
にゅう

国
こく

許
きょ

可
か

〉 

3,000円
えん

（ 収
しゅう

入
にゅう

印
いん

紙
し

） 

 

〈数
すう

次
じ

再
さい

入
にゅう

国
こく

許
きょ

可
か

〉 

6,000円
えん

（ 収
しゅう

入
にゅう

印
いん

紙
し

） 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/b/part.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/b/04.pdf
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出 典

しゅってん

：法 務 省

ほうむしょう

 再

さい

入

にゅう

国

こく

許

きょ

可

か

申

しん

請

せい

 

見本
み ほ ん

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/b/part.pdf
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html

